
山梨中銀ダイレクトとは、振込や残高照会等を行う＜インターネットバンキング＞と、
投資信託取引や投資状況の照会等を行う＜インターネット投信＞の総称です。
銀行窓口等に来店することなく当行のお取引ができる大変便利なサービスです。

山 梨中銀
ダイレクト

個人向けインターネットバンキングサービス

インターネットバンキング申込方法はこちら インターネット投信

いつでもどこでもご利用できる！

山梨中銀ダイレクトは手数料がお得！山梨中銀ダイレクトは手数料がお得！

充実したラインナップ！充実したラインナップ！

最大        円880 50％OFF

振込手数料が窓口
・ATMよりお得！

住宅ローン一部繰上
返済手数料がお得！

山梨中銀ダイレクトのみの特典窓口よりもお安くなります 窓口・ATMよりお安くなります

外貨預金為替手数料
がお得！

手数料無料

お借入・ご返済なら

確実に貯めるなら 長期的な運用なら

・外貨預金
・投資信託、投信積立

他にも

・振込、振替、税金支払
・口座振替、住所変更  etc

・定期預金
・積立定期

・カードローン
・住宅ローン（繰上返済）
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山梨中銀ダイレクト
限定商品が多数！

一部商品の
販売手数料無料

www.yamanashibank.co.jp

〈受付時間〉
９：００～１７：００
（ただし、5/3～5/5・１２/３１～１/３は除きます）0120-201862くわしくは山梨中央銀行の窓口

またはフリーダイヤルへどうぞ

ふ　　れ　　あい　　 ハ　　ロー　　に

照会コード
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お 振 込 み
お 振 替 え
（※３）

残　高　照　会

入出金明細照会

公共料金口座
振替契約受付

住　所　変　更

投資信託取引に係る手数料

基 本 手 数 料
振 込 手 数 料

振 替 手 数 料

振 込 の 組 戻 し 手 数 料

税金・各種料金
の払込み（※5）
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●ご登録いただいたご本人名義の口座（以下、ご契約口座といいます）（普通預金・貯蓄預金）から、山梨中央銀行 本支店お
よび他金融機関の国内本支店あてにお振込みいただけます（電信扱いのみ）。
●ご契約口座（普通預金・貯蓄預金）間のお振替え（相互資金移動）ができます。
　※予約扱いは、5営業日先まで可能です。
　※予約扱いの資金の引き落としは、振込指定日当日となります。
　※お振込みは「ワンタイムパスワード」をご利用のお客さまに限ります。

●公共料金（電気・ガス・水道・電話・ＮＨＫ）の口座振替の契約を手続きいただけます。
　※収納機関によっては、お取引店での手続きとなる場合もございます。

●ご契約口座から、税金・各種料金を払込みいただけます（当日扱いのみ）。
　※収納機関によっては、お取引店での手続きとなる場合もございます。
　※各種料金（税金を除きます）の払込みは「ワンタイムパスワード」をご利用のお客さまに限ります。

●住所変更のお届けができます。
※当座預金、財形預金、マル優・マル特扱いのご預金、教育資金贈与専用預金、結婚・子育て資金、贈与専用預金、債券、
投資信託、ご融資のお取引きがあるお客さまは、お取引店の窓口でお手続きをお願いいたします。
※住所変更は「ワンタイムパスワード」をご利用のお客さまに限ります。

●定期預金の預入および払出をご利用いただけます。
　※定期預金の預入（払出）の場合、資金の出金（入金）口座はご契約口座のいずれかをご指定いただきます。

●積立定期預金の口座開設、入金、出金、積立条件の新規設定・変更・中止をご利用いただけます。
　※積立定期預金の口座開設において設定する振替（出金）口座は代表口座となります。
　※積立定期預金の入金（出金）の場合、資金の出金（入金）口座はご契約口座のいずれかをご指定いただきます。

●カードローンのお借入れ・ご返済をご利用いただけます。
　※本サービスのご利用には、カードローン口座の届出を行う必要がございます。
　※お借入れのご利用には、カードローン返済用口座を山梨中銀ダイレクトのご契約口座として届出を行う必要がございます。
　※予約扱いは、5営業日先まで可能です。
　※予約扱いの資金の引き落としは、振込指定日当日となります。

●当行でお借りいただいている住宅ローンについて、債務の一部を事前に繰り上げてご返済いただけます。
　なお、債務の全額を繰り上げてご返済いただくことはできません。
※本サービスは住宅ローン一部繰上返済の試算依頼を、次回約定日の10営業日までに申込みいただき、試算依頼後、住宅ロー
ン一部繰上返済の正式申込みを次回約定日の5営業日前までにお申込みいただく必要がございます。
※一部繰上返済の受付金額は100万円以上となります。
※一部繰上返済日は、住宅ローンの原契約に定める毎月の約定日のうち、当行所定の日といたします。
※一部繰上返済に係る所要資金は、繰上日前日までに、原契約証書に定める住宅ローンの返済用預金口座にご入金ください。
●住宅ローンや教育ローン等の当行で利用中のローン残高を照会することができます。
　※照会いただくには、ローン取扱店の預金口座を登録口座に設定する必要があります。　
　※ローン残高がない場合は照会いただけません。

●ご契約口座（普通預金・カードローン等）の残高をご照会いただけます。

●ご契約口座（普通預金・カードローン等）の入出金明細を最大3か月前までご照会いただけます。
　ただし、ご照会時点の入出金明細をご確認いただける時間帯には制限がございます。
　※ご照会いただける内容は、ご契約日以降の分からとなります。

○当日扱い
　0時～23時45分
○予約扱い
　24時間

○当日扱い
　0時～23時45分
○予約扱い
　24時間

○預入
　6時～23時45分
○払出
　6時～23時45分
　（土日祝除く）
○残高・明細照会
　24時間
○入金
　6時～23時45分
○出金・条件設定
　6時～23時45分
　（土日祝除く）
○口座開設、
　残高・明細照会
　24時間
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サービスメニュー

山梨中銀ダイレクトの概要
１．ご利用いただける方

２．サービスメニューおよびご利用時間

３．手数料について

内　　　　　容
お取扱時間

（●はご利用可能なサービスを表しています）

投　資　信　託

投　信　積　立 －
－ －

－
●
●

●
●●投信積立契約の新規・変更・中止を行うことができます。

　※毎月5日（銀行休業日の場合は前営業日）の5営業日前の19時までの受付につきまして、翌月から反映いたします。

●投資信託のご購入・ご解約、保有残高照会、取引履歴照会等がご利用いただけます。
　※銀行営業日の0時～14時までに受付けたご注文は「当日扱い」となります。

○当日扱い 0時～14時
○予約扱い   24時間

24時間
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定　期　預　金

積立定期預金

カードローン

住 宅 ロ ー ン
一部繰上返済

ローン残高照会

● ● － －
●外貨普通預金の口座開設・預入・払出、外貨定期預金の口座開設・満期解約申込みができます。
　※外貨預金の口座開設・預入、入金（払出）の場合、資金の出金（入金）口座はご契約口座のいずれかをご指定いただきます。
　※銀行営業日の0時～14時までの受付は「当日扱い」、それ以外の時間帯は「翌営業日扱い」となります。

24時間外　貨　預　金

● ● － －
●家族口座の残高・入出金明細照会や、入出金があった際に通知を受け取ることができます。
　※見てもらう方が見てもらうご家族を事前に本サービス上でご登録いただく必要があります。
　※残高および入出金明細は当行所定の時間に反映いたします。 そのため最新の残高、入出金明細でないこともございます。

24時間家族口座照会

24時間

（※4）

（※4）

（※4）

○当行に総合口座または普通預金口座をお持ちのお客さまに限らせていただきます。
○インターネットに接続でき、Ｅメールアドレスをお持ちいただくことが条件となります。
○個人のお客さまでも、事業性のお取引についてのご利用はできません。
○屋号付の口座はご利用できません。
　※事業性のお取引向けには、「山梨中銀Ｂｉｚダイレクト」をご用意しております。
〇７０歳以上のお客さまにつきましては、ご利用開始に際し別途お取引店窓口でのお手続きが必要となります。

【＜インターネット投信＞をご利用の場合】
・当行に「投資信託振替決済口座」を開設済のお客さま
・年齢が18歳以上の個人のお客さま

無料
無料～275円（消費税等を含みます）（詳細は、当行ホームページをご確認ください）

お取引いただく投資信託の商品毎に異なります。詳しくは「目論見書」等でご確認のうえ、投資信託取引を行ってください。

無料
※振替（代表口座・登録口座間の振込を「振替」といいます）はあらかじめご登録いただいた本人名義の口座に限ります。
880円（消費税等を含みます）
※「組戻し」とは、お振込みを行った後にお客さまの事情により、そのお振込みを取り消す手続きをいいます。
※組戻し手数料として、当行所定の手数料および消費税等を申し受けます。

投資信託に関する留意点
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
　また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
●投資信託のお取引に際しては、その商品内容、およびリスクの所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取引願います。
●投資信託は、以下のタイミングでご負担いただく費用が発生します。
●復興特別所得税の追加課税により、2037年12月31日まで、所得税額×2.1%が適用されます。
〈直接的にご負担いただく費用〉
　①申込時 申込手数料（上限3.3%（消費税等を含みます））がかかります。一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかります。投資する債券に課される税率の変動等により、変動する場合がある
　　ため、事前に料率・計算方法を示すことができません。
　②換金時 信託財産留保額（上限0.5%）がかかります。
〈間接的にご負担いただく費用〉
　③保有期間中 信託報酬（上限2.420%（消費税等を含みます））がかかります。
　④随時 その他の費用として、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります（その他の費用につきましては、運用状況により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません）。
　※上記①～④の手数料の詳細につきましては、各商品の目論見書をご確認ください。
●ご契約に際しては、契約締結前交付書面（目論見書）をよくお読みください。「目論見書」は、当行本支店等の窓口にご用意しております（当行ホームページでもご覧いただけます）。
外貨預金に関する留意点
●外貨預金（外貨普通預金・外貨定期預金）は預金保険の対象ではありません。外貨預金はクーリングオフの対象外です。また、元本保証はありません。
●元利金を円貨でお受け取りになる場合は、為替相場の変動により為替差益・為替差損が生じます。例えば、お引出し時の為替相場がお預入れの時より円高に進めば、円貨でのお受け取り金額がお預入れ時点の
円貨額を下回ること（元本割れ）もございます。
●円貨を外貨にする際（お預入れ時）と、外貨を円貨にする際（払出し時・ご解約時）には為替手数料がかかります。
●原則として、外貨定期預金の期日前解約はできません。万が一、当行がやむを得ないものと認めて期日前解約に応じる場合には、預入日から期日前解約日における適用金利は当該通貨建ての外貨普通預金利率と
なります。
●お預入れ、払出し（ご解約）の方法により為替手数料等が異なるため、為替手数料等の金額や上限額または計算方法を表示することができませんのでご了承ください。
●外貨預金（外貨普通預金・外貨定期預金）をお申込みになる際は、説明書（契約締結前交付書面）の記載内容をよくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

株式会社山梨中央銀行　登録金融機関　関東財務局長（登金）第４１号　加入協会　日本証券業協会 26901・（GP）・2024. 7

0時15分
 ～23時45分

※１：システムメンテナンスのため、以下のとおりサービスを停止いたします。
　　　（その他の臨時のサービス停止日・停止時間帯につきましては、当行ホームページでご案内いたします）
　　　①１月１日～３日0：００～8：００、19：００～24：００　②毎月第１・第３月曜日１：００～６：００
　　　③５月３日～５日の１：００～６：００
※２：システムメンテナンスのため、毎月第２日曜日の０：００～６：００につきましてはサービスを停止いたします。

（その他の臨時のサービス停止日・停止時間帯につきましては、当行ホームページでご案内いたします）
※３：振込先の金融機関で受取人名相違等で口座に入金できず、振込先の金融機関から当行に振込資金が返却された場合、

お客さまが振込資金をご出金された口座に当該振込資金を返却いたします。なお、振込手数料および消費税等は返

却いたしませんのでご了承ください。
※４：パソコン用画面に遷移してのご利用となります。
※５：Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）マーク（　　）が記載されている払込書などにより通知されている「収納機関番号」、

「納付番号（民間企業の場合はお客さま番号）」、「納付区分（収納機関が国税庁または地方公共団体の場合のみ）」、
「確認番号」（以下「納付番号等」といいます）の入力が必要となります。

　　　お客さまがお持ちの払込書などに納付番号等が記載されていない場合は、本サービスはご利用いただけません。


